
 

卒業の認定に関する方針 

 

卒業（保育士資格取得）するためには、定められた期間（２年間以上）在学し

て、所定の履修方法で、定められた授業科目の単位を取得しなければならい。 

 

卒業に必要な授業科目と総単位数は、「教育課程編成表」に明記されている。 

 

これらの基準を基に卒業判定会議で、厳正かつ適正に審査・判定を行う。 


